
平成 30年 9月 26日 

報道機関各位 

山形市市民活動支援センター 

 

山形市市民活動支援センターからのお知らせ 
（平成３０年９月度 定例プレスリリース） 

 

日頃より、山形市の市民活動にご理解・ご協力をいただき、心より御礼申し上げます。 

当センターでは、報道関係者の皆様に、ＮＰＯ・市民活動に関わる取り組みと、当センターからのお知

らせを広くお伝えすべく、定期的にプレスリリースを行っております。 

今月ご案内する下記の内容について、ご不明な点などございましたら当センターへお問い合わせ下さい。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ＮＰＯ法の施行から１２月で２０年目を迎えます 

 今年は、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の制定・施行から２０周年を迎えます。日本に市民社会

を根付かせることを目的としたＮＰＯ法は、その議論の過程、策定方法、法律に込められたメッセージ

などによって、それまでの社会通念を大きく転換させた、画期的な法律です。現在、全国のＮＰＯ法人

数は５万団体を超え、社会課題に主体的に取り組む市民社会の創造の一翼を担う存在になりました。 

 山形県内でも、ＮＰＯ法人数は４３９に上り、これに法人格を持たないＮＰＯも加えると大変多くの

団体が、様々な社会課題に向き合い、社会を変えようと活動しています。しかしその一方で、「公共＝行

政」のイメージを払拭し切れないでいる現状があり、そして、メンバーの高齢化や、資金・人材不足に

よる活動の停滞といった課題も孕んでいます。 

［ＮＰＯ法２０周年記念イベントのご案内］ 

 このＮＰＯ法の制定２０周年を機会に、ＮＰＯ法制定に深く関わった方を迎え、これまでの２０年を

振り返り、これからの２０年、どうあるべきかを皆で議論します。 

【日時】１１月１日(木)１３時～１６時 

【場所】河北新報社本社ビルホール（仙台市青葉区五橋１丁目２－２８） 

【内容】第１部 ＮＰＯ法制定当時のお話し 

      講師：松原 明氏（「ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」創業者・理事） 

    第２部 これまでの２０年を振り返り課題を探る 

    第３部 これからの２０年、どうあるべきか 

【主催】ＮＰＯ法２０周年記念東北学習会実行委員会（当センターの指定管理者である「ＮＰＯ法人山

形の公益活動を応援する会・アミル」はこの実行委員会のメンバーです） 

※イベントのタイトルと、第２部、第３部のゲストは、現在、実行委員会で検討・調整しています。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

●ＮＰＯ・市民活動に関することで何かございましたら、当センターの窓口にお問い合わせください。 

山形市市民活動支援センター 

〒990-8580 山形市城南町一丁目 1－1 霞城セントラル 22 階 

電話：023-647-2260  FAX：023-647-2261  URL https://www.yamagata-npo.jp/  開館時間／9:30～22:00   

休館日／月曜日、祝日、月曜日が祝日のときは月曜日とその翌日、年末年始 （指定管理者：ＮＰＯ法人山形の公益活動を応援する会・アミル） 


